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公 営 住 宅 制 度 の 概 要

１ 制度趣旨

公営住宅制度は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営む

に足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で

賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する

ことを目的とするもの。（法１条）

２ 「公営住宅」等の意義

（１）公営住宅（法２条２号）

地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、

又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法の規定による国の補

助に係るもの。

（２）事業主体（法２条１６号）

公営住宅の供給を行う地方公共団体。

３ 入居者資格

（１）同居親族要件（法２３条１号、令６条１項）

現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

ただし、老人、身体障害者等特に居住の安定を図る必要がある者として政

令で定める者については、単身での入居が可能。
（政令で定める者）

５０歳以上の者、身体障害者、戦傷病者、原爆被爆者、被生活保護者

海外からの引揚者、ハンセン病療養者

（２）入居収入基準（法２３条２号、令６条５項）

その者の収入が①～③に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額を超

えないこと。

① ②及び③に掲げる場合以外の場合（本来階層）

月収２０万円（収入分位２５％）以下

② 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要

があるものとして政令で定める場合（裁量階層）

月収２６．８万円（収入分位４０％）以下
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（政令で定める場合）

・障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度のものがある場合

（国土交通省令で定める程度）

身体障害：身体障害者障害程度等級表１級から４級まで

精神障害：障害等級１級又は２級

知的障害：精神障害の程度に相当する程度

・５０歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが５０歳以上又は１８歳未

満の者である場合

・戦傷病者、原爆被爆者、海外からの引揚者又はハンセン病療養者がある場合

③ 公営住宅が、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に

賃貸するため建設する国の補助に係るもの又は転貸するため借り上げ

（裁量階層）るものである場合

月収２６．８万円（収入分位４０％）以下

（３）住宅困窮要件（法２３条３号）

現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

４ 入居制度

（１）公募の原則（法２２条１項、令５条）

災害、不良住宅の撤去、公営住宅に借上げに係る契約の終了、公営住宅建

替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合にお

いて特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を

公募しなければならない。
（政令で定める特別の事由）

・都市計画事業、土地区画整理事業等の施行に伴う住宅の除却

・土地収用事業等の執行に伴う住宅の除却

・現に公営住宅に入居している者（以下「既存入居者」という。）の同居者の人数に

増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活

に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、事業主体が入居者を募集し

ようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

・公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

（２）入居者の選考（法２５条１項、令７条）

入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合

においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、

条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者

を決定しなければならない。
（政令で定める選考基準）

・住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態

にある住宅に居住している者

・他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と

同居することができない者
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・住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居

住状態にある者

・正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者

（自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。）

・住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は

収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

・上記に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

（３）同居承認（法２７条５項）

入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、

国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならない。
（国土交通省令で定める事項）（規則１０条）

事業主体は、次のいずれかに該当する場合においては、承認をしてはならない。

・承認による同居後における当該入居者に係る収入が入居収入基準（月収２０万円、

裁量階層２６．８万円）を超える場合

・当該入居者が、不正入居や家賃滞納等の明渡事由に該当する場合

ただし、事業主体は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当

該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認める

ときは、上記にかかわらず、承認をすることができる。

※ 原則として入居者名義人の三親等を限度として事業主体が定める範囲の親族

（婚姻の予約者を含む。）について行うことができることとしている。（平成６

年９月２９日付け住総発第１７１号住宅局総務課長通知）

（４）承継承認（法２７条６項）

入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当

該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主

体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。
（国土交通省令で定める事項）（規則１１条）

事業主体は、次のいずれかに該当する場合においては、承認をしてはならない。

・承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が１年に満たない場合（入

居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。）

・承認を受けようとする者の収入が月収３９．７万円を超える場合

・当該入居者が、不正入居や家賃滞納等の明渡事由に該当する場合

ただし、事業主体は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により、

入居者の死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者について、引き続き、当該

公営住宅に居住させることが必要であると認めるときは、上記にかかわらず、承認を

することができる。

※ 原則として入居名義人が死亡又は離婚した場合において、承継事由発生時の入

居名義人の同居親族（入居開始日から承継事由発生時まで引き続き居住している

者及び配偶者以外の者については、同居の期間が１年未満の者を除く。）につい

て行うことができることとしている。（平成６年９月２９日付け住総発第１７１

号住宅局総務課長通知）
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（５）収入超過者、高額所得者（法２８条１項、２９条１項）

①収入超過者（法２８条１項）

入居者は、引き続き３年以上入居している場合において政令で定める基

準を超える収入のあるときは、公営住宅を明け渡すよう努めなければなら

ない。
（政令で定める基準）（令８条）

・本来階層２０万円、裁量階層２６．８万円以下で事業主体が定める金額

②高額所得者（法２９条１項）

事業主体は、入居者が引き続き５年以上入居している場合において

近２年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、期

限を定めて、公営住宅の明渡しを請求することができる。
（政令で定める基準）（令９条）

・３９．７万円

５ 家賃制度

（１）家賃の決定（法１６条１項）

公営住宅の家賃は、入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模、建設

時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、

政令で定めるところにより、事業主体が定める。

（政令で定める家賃の算定方法）（令２条）

（家賃）＝（①家賃算定基礎額）×（②市町村立地係数）×（③規模係数）

×（④経過年数係数）×（⑤利便性係数）

① 家賃算定基礎額

収入分位 入居者世帯の収入（月額） 家賃算定基礎額

123,000円以下の場合 37,100円Ⅰ 0-10 ％

123,000円を超え153,000円以下の場合 45,000円 本来Ⅱ 10-15 ％

153,000円を超え178,000円以下の場合 53,200円 入居者Ⅲ 15-20 ％

178,000円を超え200,000円以下の場合 61,400円Ⅳ 20-25 ％

200,000円を越え238,000円以下の場合 70,900円Ⅴ 25-32.5％

238,000円を超え268,000円以下の場合 81,400円 収入Ⅵ 32.5-40 ％

268,000円を超え322,000円以下の場合 94,100円 超過者Ⅶ 40-50 ％

322,000円を超える場合 107,700円Ⅷ 50- ％

（注）収入月額は、年間の収入から各種控除を行ったものを12で除した額

② 市町村立地係数

公示価格その他の土地の価格を勘案して0.7以上1.6以下で国土交通大臣

が市町村ごとに定める数値
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③ 規模係数

当該公営住宅の床面積の合計を70㎡で除した数値

④ 経過年数係数

公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて１以下で国土交通

大臣が定める数値

⑤ 利便性係数

事業主体が公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してイに掲

げる数値以上ロに掲げる数値以下で定める数値

イ 0.5

ロ 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値

（１）1.3

（２）1.6を市町村立地係数の数値で除した数値

（２）家賃の減免（法１６条４項）

事業主体は、病気にかかっていることその他特別の事情がある場合にお

いて必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。

（３）近傍同種の住宅の家賃（法１６条２項）

近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅（その敷地を含む。）の時価、

修繕費、管理事務費等を勘案して政令で定めるところにより、毎年度、事業

主体が定める。

（政令で定める近傍同種の住宅の家賃の算定方法）（令３条）

（近傍同種の住宅の家賃）

＝｛（近傍同種の住宅（敷地を含む。）の複成価格）×（国土交通大臣が

定める１年当たりの利回り）＋（償却額）＋（修繕費）＋（管理事務

】費）＋（損害保険料）＋（空家等引当金）＋（公課）｝÷１２【積算法

※ 不動産鑑定評価基準の評価手法としては、積算法のほか、賃貸事例比

較法、収益還元法がある。

（４）収入超過者､高額所得者の家賃制度

① 収入超過者の家賃（法２８条２項）

収入超過者の家賃は、入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家

賃以下で、政令で定めるところにより、事業主体が定める。
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（政令で定める収入超過者の家賃の算定方法）（令８条２項）

（収入超過者の家賃）＝（本来家賃）＋（近傍同種の住宅の家賃－本来家

賃）×（収入の区分に応じて定める率）

収入の区分に応じて定める率

収 入 月 額 率

１／７200,001～238,000円

１／４238,001～268,000円

１／２268,001～322,000円

１322,001円～

② 高額所得者の家賃（法２９条５項）

高額所得者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

（高額所得者の家賃）＝（近傍同種の住宅の家賃）

※事業主体は、明渡しの請求を受けた者が期限が到来しても公営住宅を明け

渡さない場合には、期限が到来した日の翌日から明渡しを行う日までの期

間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以下の

金銭を徴収することができる。（法２９条６項）

公営住宅の家賃制度のしくみ（家賃算定基礎額）

家
明渡期限到来後は、近傍同種家賃賃
の２倍以下の金銭を徴収できる。算 （家賃の上限）近傍同種家賃

定
明渡努力義務 明渡請求基 ＜割増家賃＞ 1→

1/2→礎 近傍同種と本来家賃
1/4→額 の差額に乗ずる率
1/7→

点線部分
入居後３年までは

算定式による家賃

算定式による家賃

世帯の収入分位0 10% 15% 20% 25% 32.5% 40% 50% 60% 80%
（20万円） （26.8万円） （39.7万円） （政令月収）

本来階層 収入超過者 高額所得者
・収入分位25%以下 ・３年以上の居住継続要件 ・５年以上の居住継続要件

・収入分位25%以上 ・ 近２年収入分位60%以上
注）１．入居後３年を超えると、収入分位25%以上の者は収入超過者と認定され、収入に応じて段

階的に 部分の賃料が加算されられる。

２．高齢者、障害者等の入居収入基準は40%以下で事業主体の判断により決定。
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（参考）収入の算定方法（令１条３号）

○収入

入居者及び同居者の過去一年間における所得金額の合計から次に掲げる額

を控除した額を１２で除した額。

条項 控 除 対 象 者 控除額／人

同居者 ３８万円

イ 控除対象配偶者で入居者及び同居者以外のもの ３８万円

扶養親族で入居者及び同居者以外のもの ３８万円

控除対象配偶者が老人控除対象配偶者 である場合 イ＋１０万円
ロ

（７０歳以上）

扶養親族に老人扶養親族 がある場合 イ＋１０万円（７０歳以上）

ハ 扶養親族に特定扶養親族 がある場合 イ＋２０万円（１６歳～２２歳（配偶者以外））

入居者又はイに規定する者（同居者又は別居の控除対象配 ２７万円

二 偶者・扶養親族）に障害者がある場合

上欄の者が特別障害者である場合 ４０万円

ホ 入居者又は同居者に寡婦又は寡夫がある場合 ２７万円


